
令和7年度
浦添市集団指導
地域密着型サービス



目次

運営基準より（再確認）

令和６年度～令和９年度までの介護報酬改定の主な事
項（再確認）

課題解決に向けた専門家派遣事業

運営指導でよくある指摘事項

処遇改善加算計画・実績報告について



運営基準＝ ・介護サービスの最低限の質を保証するセーフティネット

・事業者と利用者の双方を守る盾

介護保険法（制度）で一番重要なこと
尊厳の保持・自立支援・利用者本位（自身で選び、対等な契約に

より提供・受給するもの）

＝必要な人に、必要なサービスを届けること。そのための運営基準

【介護保険法】第１条、第２、第４条、第42条の2第
10項、第78条の4（基準省令の根拠）
【市基準】地域密着型：第3条、予防第3条
【省令基準】地域密着型：第4条、予防第8条

「管理者」の設置





公表（掲示）と記録・保存  サービス提供の透明化

 人材確保（職場環境）

 判断の根拠・証拠

【市基準】地域密着型：第3条の32第3項、予防第32条第3項、第3条
の7第2項第1号、予防第11条第2項第1号、第42条、予防第40条 等
【省令基準】地域密着型：第条、予防第条

例）身体拘束等
細かい経過の記録を残

しておくことで、身体拘
束に当たらないという判
断ができる。
音声メモなどを活用し、

記録に係る負担を減らす
工夫をしてみましょう。

必須キーワード



令和６年度介護報酬改定の主な事項

１．医療と介護の連携の推進：令和9年度は完全義務化

２．高齢者虐待防止措置・身体的拘束廃止 未実施減算

３．業務継続計画策定・感染症の予防及びまん延の防止のた

めの措置 未実施減算

４．掲示・苦情処理のウェブサイト公表

すべての措置の一つでも講じられていなければ、減算の対象となる。

【市基準】地域密着型：第3条、予防第3条
【省令基準】地域密着型：第3条の30の2、第3条の31第3項、第3条の32



地域包括ケアシステムの推進
令和６年度介護報酬改定の主な目的



医療と介護の連携の推進
令和9年度から完全義務化

意図としては、救急搬送を防ぐことにあるが、緊急性が無い分、医療側の理解が
得られなくて難しいという声がある。⇒国や市の周知・啓発が必要。

上の★印⇒地域密着
型サービス



業務継続計画策定
未策定はR6年度に遡って減算（定期巡回はR7年度）。





高齢者虐待防止



その他 義務化された事項 

⇒情報の公表への掲載

掲示



参考【介護サービス情報公表システム】

スク
ロール



このように掲載
します。







必要事項を入力
します。



生産性向上の取組





令和9年度 義務化



課題解決に向けた専門家派遣事業
１．採用・人事・IT化・魅力発信

２．努力義務⇒R9年度完全義務化





運営指導でよくある指摘事項
 掲示（インターネット上の公表）

 苦情処理（記録）※記録・・・５年間保存（条例）

 身体拘束（記録）

 BCP未策定

 個別計画（アセスメントやモニタリングの方法を、簡単な方法ではなく、個々の利用者に合わせ
て具体的な目標を設定できることを念頭において行う。）

ケアマネ配置：GH,特定施設,小多機 プラン委託：認知デイ



処遇改善計画・実績報告について

• よくある質問

何を根拠に計算するのか。

数字が入らない。

• よくある差し戻し例

△または×がついたら要件を満たしていない。

関数を消さずに必要なところを入力していく。

帳簿から、処遇改善作成用の数字を毎月積
算しておく。



浦添市
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